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泉佐野市病院改革プラン（案）の概要 

１ 計画期間 

  ○ 平成 20 年度から平成 24 年度まで  ５年間 

２ 今後果たすべき役割 

(1) 地域の基幹病院として、４事業（災害医療・救急医療・周産期医療・小児医療）

を担う。 

(2) ４疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病）を中心に、民間レベルでは不採

算となる高度・先進医療を提供し、地域の医療水準の向上に貢献する。 

(3) 地域完結型の医療をめざし、地域連携を強化して地域の中での中核的な役割を担

う。 

３ 一般会計の負担のあり方 

○ 国の示す繰出基準に沿って、元利償還金・小児医療・救急医療・高度医療に要す

る経費等の拡充により、従来の８億円レベルの繰出金が５億円程度増額となる見込

み。 

４ 経営効率化計画 

(1) 数値目標として、①不良債務比率０％（不良債務の解消） ②経常収支比率１００

％（経常収支の黒字） ③職員給与費比率４５％（医業収益に占める割合） ④病

床利用率９２％ ⑤平均在院日数１１日 ⑥患者１人１日当たり入院収入額 60,00

0 円 ⑦紹介率６０％ ⑧手術件数 3,000 件 ⑨時間外救急搬送による患者数 2,00

0 件をめざすもの。 

(2) 収益の確保策（DPC 導入、病床利用率向上策、未収金対策等）、経費の削減策（医薬

材料費等の削減、材料の統一化・委託契約等の見直し等）、経営の質及び患者サービ

スの向上策（患者相談コーナーの設置、勤務環境の改善、職員の経営参画等）につ

いて３４の計画項目を掲げ、目標に向けて実施していくもの。 

５ 経営形態の見直し 

○ H18 年の病院あり方検討委員会の提言にもある独立行政法人（非公務員型）への移

行をめざすもの。移行目標年度は遅くとも H24 年度当初とし、移行準備は H23 年度

に移行が可能なペースで進める。 

６ 再編・ネットワーク化 

○ 大阪府の指針（H20.10 月）に沿って、泉州南部地域内の自治体病院間の診療機能の

分担・統合について、H21 年度中に個別協議し、H22 年度に結論に沿って実施。 

○ 複数自治体による独立行政法人化の可能性も含めて検討する。 
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